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1
アンカー再削孔に伴う修正設計費用に
ついて

アンカー再削孔に伴い当初のアンカー座標が変更となった場合，修正設計
（設計計算および図面の修正）が必要と考えます。監督員と協議のうえ，受
注者が本修正設計をおこなった場合，設計変更の対象と考えてよろしいで
しょうか。

受注者が修正設計を行うことは想定していません。

2 参考見積書について
共通仮設費、現場管理費については見積対象項目となっておりますが、単価
の公表はされないのでしょうか。

共通仮設費、現場管理費については単価を公表いたしません。

質問書に対する回答３

件名）第三京浜道路　川崎高架橋耐震補強工事


